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 重信川では、平成１５年１月より重信川の自然を取り戻そうとNPO等の活動団体や地域の大学、

行政がひとつになって「重信川の自然をはぐくむ会」を設立した。その中の取組として「重信

川いきいきネットワーク計画」を策定し、２つの基本方針として「重信川を軸とした水と緑の

ネットワークの形成」、「重信川を媒体とした自然と人、人と人がふれあう交流と学習の場の

形成」を大きな柱とし、自然再生に取り組んでいる。 

今回、自然再生事業箇所の１つである開発霞の工事が完成し、竣工式典を行ったので報告す

る。 
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１．はじめに 

 

重信川の流域は、松山市をはじめとする３市２町があ

り、気候は、瀬戸内式気候に属し、年間降水量の少ない

河川である。また、近年は、松山市をはじめ都市化が進

み、瀬切れ、水質悪化、水辺植生の減少などで自然が失

われつつあるため、自然の保全・再生が緊急的な課題で

ある。 

そこで、本稿は重信川の霞堤において、再び豊かな自

然を取り戻す事を目的とした、開発霞の自然再生事業が

完了したので、事業の実施過程及び今後の方針について

も報告を行う。 

 

図ー１ 位置図 

２． 重信川の自然再生事業 

 

（１）重信川の自然をはぐくむ会 

重信川の自然再生事業を進めるため、地元の大学、Ｎ

ＰＯ等活動団体（４団体）、行政により「重信川の自然

をはぐくむ会」を平成１５年１月に設立した。その後、

広く一般の意見を収集するためのアンケート調査、ワー

クショップ形式での協議、専門家によるアドバイザー会

議等を行い、「重信川の自然をはぐくむ会」の活動方針

となる「重信川いきいきネットワーク計画」を策定した。 

本計画は「重信川を軸とした水と緑のネットワーク形

成」、「重信川を媒体とした自然と人、人と人がふれあ

う交流と学習の場の形成」を２つの基本方針として掲げ、

重信川をかつての豊かな川に再生していくため事業に取

り組むこととしている。（図ー２） 

 

図ー２ 基本方針 



（２）重信川自然再生事業の概要 

自然再生事業とは、緑・自然や、生き物が住みやすい

環境の再生を目的とし、流域の視点から「川のシステ

ム」を再自然化する事業である。 

重信川は過去から渇水時には瀬切れが発生し、魚類な

どの水生生物にとっては厳しい生息環境となっていた。

このような中で、重信川に流入する支川や霞堤内の湿地、

さらに周辺の水路や泉は、重信川と繋がっている事で、

生物の移動や生息環境の連続性を保ち、渇水時における

厳しい生息環境を緩和する重要な役割を果たしてきた。 

しかし、近年、河川環境を巡るさまざまな問題が顕在

化し、良好な自然環境が減少している。現状、重信川に

は以下の６つの課題がある。（図ー３） 

課題①瀬切れ区間、期間の拡大 

課題②水質の悪化 

課題③樹林帯及び植生の減少 

課題④失われつつある泉 

課題⑤干潟の環境悪化 

課題⑥霞堤開口部の環境悪化 

これらの課題を解決するため、現在も残る河口部や泉

などの自然を保全するとともに、泉の再生、また重信川

と泉を繋ぐ小川の再生等を実施し水のネットワークをつ

くり、あわせて湿地環境や樹林帯の再生を行うことで水

辺の植生が流域全体に広がる緑のネットワークをつくり

だすことで、流域全体に「水と緑のネットワーク」を構

築することとした。また、整備後は環境教育にも活用す

る等、自然や人の交流と学習の場をつくることで、事業

実施後にも維持管理、モニタリング活動が行える体制を

構築するものとした。 

 

 

 

図ー３ 重信川における６つの課題 

 

３． 開発霞における自然再生事業 

 

（１）開発霞における計画立案ための検討体制 

開発霞が位置する重信川中流域では、過去から瀬切れ

が発生し易く、魚類などの水生生物にとっては、厳しい

生息環境にあった。このような中で、かつての開発霞は、

本川と堤内水路を繋ぐ水のネットワークが形成され、さ

まざまな動植物の生息の拠点として重要な役割を果たし

ていた。しかし、近年、瀬切れ区間や期間の拡大、埋立

てによる湿地環境の消失により、魚類等の生息環境とし

て好ましくない状況になっていた。 

そこで、昭和３０年代以前の開発霞に見られた水のネ

ットワークと河畔林を再生させる取り組みを行うことと

した。自然再生の取組みにおいては、地元住民、地域の

小中高校、学識者、ＮＰＯ、行政をメンバーとするワー

キング会議を設立し、事業計画段階より全員の合意形成

を図りながら推進した。 

重信川ワーキング会議のメンバーは学識者５名、公募

メンバー１４名、オブザーバー（行政等）３名の合計２

２名で構成されている。 

本会議は平成２５年６月に第１回を開催し、平成２５

年１１月までの間に延べ、５回会議を開催し、検討を行

って整備方針を決定した。 

 

（２）開発霞の自然再生事業の方針 

開発霞のワーキング会議において、整備内容の決定、

及び保全対象生物の選定を行い、開発霞での課題解決の

ための整備方針を設定した。 

（a）開発霞自然再生の整備内容について 

「かつての開発霞で見られた水と緑と人のネットワー

クの復活をめざして」をコンセプトに「水辺散策ゾー

ン」、「スポーツ・イベントゾーン」、「親水・遊びゾ

ーン」「陸生・水生生物保全ゾーン」の４つのゾーン区

分を行った。（図ー４） 

失われつつある泉      霞堤開口部の環境悪化 

瀬切れ区間・期間の拡大    水質の悪化 

樹林帯及び植生の減少    干潟の環境悪化 



 

図ー４ ゾーン区分 

 

（b）保全、再生対象生物(指標生物)について 

自然再生事業実施後の環境ポテンシャルの向上の状況

を確認、評価できるものとして、保全、再生対象生物

（指標生物）を大目標、中目標、小目標と段階的に区分

し、選定した。（図ー５） 

大目標：いつか戻ってくることを期待する種として、

重信川全体の環境が良くなること事で自然

が再生できるような生き物を選定した。 

中目標：施工後２０年後程度で戻ってくることを期待

する生き物を選定した。 

小目標：既往調査で確認されている種で、施工後３年

程度で戻ってくる生き物を選定した。 

 

       図ー５ 指標生物の選定 

 

（３） 開発霞の工事概要 

開発霞における工事については以下の通り実施した。 

(a）魚道の整備（課題①） 

既設水路では、本川との合流部における段差が高かっ

たことから、魚類が本川合流部から遡上できなかったた

め、魚類が移動しやすい魚道を施工した。 

(b)小川の整備（課題①） 

既設の水路はコンクリート3面張の人工的なものであ

ったが、今回の整備に当たっては、蛇行させる事で流速

の速い箇所と遅い箇所を作りだし速い箇所を好む魚、遅

い箇所を好む魚を棲み分けることができるよう施工し、

自然に近い小川を創出している。 

(c)取水井戸と親水池の整備（課題④） 

水のネットワークをつくるに当たって課題であった水

の確保については、取水井戸を設け地下水を利用するこ

ととした。取水井戸の設置箇所については、比較的地下

水位の高い箇所を選定し、そこから約５８０m下流の再

生泉まで自然流下させることとした。また、この再生泉

は、環境学習の場としても利用できるよう親水池として

整備を行うものとした。構造としては、環境を良好に保

つため水が滞留しにくいものとし、また、池の水深につ

いても、深浅をもたせて魚類の生息環境として適したも

のとした。 

(ｄ）開発霞自然再生事業完成 

以上の整備を平成２６年度から令和２年度にかけて実

施し、令和２年６月に完成した。（図－６） 

 

図ー６ 完成状況写真 

 

４．開発霞の竣工式典 

 

令和２年１０月６日に開発霞自然再生事業の竣工式典

を『重信川の自然をはぐくむ会』の主催で整備された親

水池前で開催した。（図ー７） 

竣工式典では、地元の拝志小学校児童による親水池の

命名式や、その命名記念碑の除幕式ならびに参加者全員

による記念植樹、記念撮影等を行った。 

命名式においては、親水池の名称が「せせらぎの池だ

んだん」と発表された。これは、池がだんだん深くなっ

ていくという意味と、愛媛県の方言である「ありがと



う」の意味が込められていると地元小学生より伝えられ

た。 

 

図ー７ 竣工式典の様子 

 

５．今後の方針について 

 

（１）モニタリング調査 

開発霞では、自然再生事業の進捗に併せ、平成２１年

～２４年度には工事前、平成２７年～３１（令和元）年

度には工事中、令和２年度には工事後のモニタリング調

査を実施している。（表ー８）今後についても５年間

（令和６年度まで）はモニタリング指標種を主な目的に

本年度と同程度の調査を実施していく予定である。 

 
表ー８ モニタリング結果 

 

（２）令和２年度モニタリング調査結果 

（a）魚類 

調査結果よりモニタリング指標種（小目標９種、中目標

５種、大目標２種）のうち、小目標は９種全て、中目標

は１種が確認された。 

（b）底生動物 

令和２年調査では、モニタリング指標種（小目標 10 種、

中目標３種、大目標４種）のうち、 

小目標は８種、中目標は１種、大目標は１種が確認され

た。 

（c）その他（魚類、底生動物以外） 

モニタリング指標種の確認状況については表ー８の通り。 

工事後だと指標種に設定している生物が多く確認されて

いる。（表ー９） 

（３）今後の開発霞ワーキング会議 

令和2年度に開発霞の整備は完了したが、モニタリン

グ調査については今後5年間は実施する必要がある。そ

の中で、今後のワーキング会議の実施体制について議論

がなされた。結果としては、各年度のモニタリング調査

結果の確認方法については、ワーキング会議の学識メン

バーへ資料等で報告することし、最終年度の令和7年度

に、ワーキング会議を実施し調査結果の確認を行うもの

とした。また、開発霞のワーキング会議で構築した地元

等との協力体制を維持する事、また、開発霞を環境学習

の場として利用する事を目的とし地域の子供達への環境

学習（自然観察会等）を毎年開催し、開発霞における自

然環境や生息・生育する生物について学ぶ場を設けるこ

とがあわせて決定された。その際には、開発霞における

事業後のモニタリング調査の結果を活用し、学識者と協

力して実施していくこととした。 

 
表ー９ 各生物のモニタリング確認状況 

 

 
図ー１０ 今後のスケジュールについて 

 

６．まとめ  

開発霞自然再生事業が完了したことにより、工事完了

後のモニタリング調査では、指標種に設定していた生物

がみられるようになってきている。今後も、引き続きモ

ニタリング調査を行っていく。 

開発霞の利活用の面では、地域の子供達への自然環境

についての理解を深める事、自然環境の保全に向けた意

識の向上を図る事、地域への愛着や誇りの醸成を図る事

を目的として開発霞での環境学習を行うものとしている。 


